
  

一 

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
廃
止
に
関
す
る
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
大
深
度
地
下
（
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
七

号
。
以
下
「
大
深
度
地
下
使
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
深
度
地
下
を
い
う
。
）
を
は
じ
め
地
下
に

大
規
模
な
施
設
又
は
工
作
物
を
設
置
す
る
行
為
が
、
当
該
行
為
を
行
う
区
域
に
係
る
土
地
の
陥
没
等
に
よ
り
住
民
の
生
活
等

に
大
き
な
影
響
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
と
も
に
当
該
土
地
の
価
値
を
減
少
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
地
下
の
使
用
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
、
大
深
度
地
下
使
用
法
の
廃
止
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
必
要
な

措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
大
深
度
地
下
使
用
法
の
廃
止
に
関
す
る
措
置
） 

第
二
条 

大
深
度
地
下
使
用
法
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
認
可
事
業
者
（
大
深
度
地
下
使
用
法
第
十
条
の
使
用
の
認
可
を
受
け

た
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
施
設
等
未
供
用
事
業
区
域
（
当
該
認
可
に
係
る
大
深
度
地
下



 

二 

使
用
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
区
域
の
う
ち
、
大
深
度
地
下
使
用
法
の
廃
止
の
際
大
深
度
地
下
使
用
法
第
四
条
各

号
に
掲
げ
る
事
業
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
施
設
又
は
工
作
物
の
供
用
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
大
深
度
地
下
使
用
法
の
廃
止
後
に
お
け
る
使
用
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

認
可
事
業
者
が
大
深
度
地
下
使
用
法
の
廃
止
後
に
お
い
て
も
施
設
等
未
供
用
事
業
区
域
を
使
用
し
て
当
該
認
可
に
係
る

事
業
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
認
可
事
業
者
は
、
当
該
事
業
に
係
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
そ
の
使
用
の

権
原
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
認
可
事
業
者
は
、
同
号
の
権
原
を
取
得
す
る
ま
で
の
間
は
、
施
設
等
未
供
用
事
業

区
域
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
安
全
の
確
保
又
は
環
境
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
措
置
以
外
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
補
償
さ
れ
る
も
の
と
し
、
政

府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
地
下
を
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
け
る
補
償
金
の
額
の
算
定
方
法
の
見
直
し
） 

第
三
条 

政
府
は
、
前
条
の
措
置
と
併
せ
て
、
地
下
を
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
け
る
補
償
金
の
額



  

三 

の
算
定
方
法
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
に
よ
る
土
地
の
価
値
の
減
少
に
よ
り
生
ず
る
損
失
に
つ
い
て
も
適
正
に
補
償
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
大
規
模
地
下
開
発
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
の
強
化
等
の
検
討
） 

第
四
条 

政
府
は
、
大
規
模
地
下
開
発
（
地
下
に
大
規
模
な
施
設
又
は
工
作
物
を
設
置
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
模
等
に

照
ら
し
て
、
当
該
行
為
に
係
る
土
地
の
陥
没
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
相
当
数
の
住
民
等
の
生
命
及
び
財
産
に
被

害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
広
範
囲
の
地
域
の
住
民
等
の
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い

う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
、
当
該
地
域
の
住
民
等
の
生
命
及
び
財
産
の
保
護
並
び
に
生
活
環
境
の
保
全
の
観

点
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

土
地
の
陥
没
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
及
び
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
の
強
化 

二 

事
前
の
詳
細
な
地
質
調
査
等
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
公
表
並
び
に
大
規
模
地
下
開
発
の
内
容
等
に
つ
い
て
の
住
民
等

へ
の
説
明
の
充
実 

附 

則 



 

四 

 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



  

五 

理 

由 

 

大
深
度
地
下
を
は
じ
め
地
下
に
大
規
模
な
施
設
又
は
工
作
物
を
設
置
す
る
行
為
が
、
当
該
行
為
を
行
う
区
域
に
係
る
土
地
の

陥
没
等
に
よ
り
住
民
の
生
活
等
に
大
き
な
影
響
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
と
も
に
当
該
土
地
の
価
値
を
減
少
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
下
の
使
用
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
、
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関

す
る
特
別
措
置
法
の
廃
止
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。 


